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1.は じめに

2004年 10月 23日 に発生した新潟県中越地震は、死者59

名、住宅被害は全壊、半壊、一部損壊を含めておよそ12

万棟 とい う被害を出した。死者数は地震の規模の割には

それほど多くなからたものの、余震が続き避難者がピー

ク時には10万 3千人に達し、車内泊する等してエコノミー

症候群で亡くなる被害者も出すなどこれまでにない特徴

がみ られた災害であつた。避難者の数や二次災害の危険

性 といつた面から新潟県および市町村はさまざまな対応

に追われることとなつた。発災直後に県は災害対策本部

を立ち上げ、第一回本部会議は同 日の19時に開催 され、

そあ対策本部会議は公開されることとなった。本研究は、

現場における災害対応をマネジメン トする新潟県の災害

対策本部の機能に焦点をあて、その活動を 「日標による

管理」 とい う視点から評価・分析することを目的にする。

対策本部の運営やマネジメン トを分析することは、災害

対応全体を管理 してプロアクティブに対応をするための

指示をだす といつた本来対策本部が担 うべき機能を分析

し、その不十分な点を明 らかにす ることにつながる。
「目標による管理」 とは組織経営のマネジメン トの方法

論であり、各人が業務を行 う際の目標を自ら設定 し、各

人が自己統制のもとで仕事を管理する方式を指す。また、

戦略的な災害対応を行 うためには、意思決定を行 うため

の判断材料、すなわち、被害情報や避難者の情報などの

災害情報を集約 して、それを災害対応に従事する主体す
べてが共有する仕組みが必要である。一言でい うならば、

状況認識の統一が不可欠である。昨年8月 末に米国で発生

したハ リケーン・カ トリニナ災害において地方政府であ

るニ ュー オ リン ズ 市 の 災 害 対 策 本 部 (Emergency

Opcration Center,EOC)は 、災害対応に従事する機関が共

通 した情報を適時に共有 し、統一 された災害の状況認識

を もつ た め に定 期 的 に状 況認 識 統 一 図 (Common
Opcr江lonal Picturc,COP)を 作成 している。研究の構成 と

方法であるが、まず第2章で災害対策本部会議 と本部事務

局の役割を整理 し、わが国における災害対策本部の機能

を分析する。第3章では、発災直後から約3週間にわた り

兵庫県と人 と防災未来センターが行った現地支援の経験

に基づき、新潟県の初動期における災害対応の問題点を

明らかにしている。第4章では公開された県対策本部会議

の議事録を基にして、災害対応をマネジメン トする本部

長が災害の全体像を把握 し即時の意思決定を行 う上でど

のような問題に直面したかについて明らかにする。第5章



では、「目標による管理」の方法論について概説 し、そ

れを用いた米国における戦略的な災害対応計画サイクル

について分析することによつて、新潟県本部会議 との比

較を行 う。そして第6章で米国のハ リケーン・カ トリーナ

災害において用いられた状況認識統‐図に含まれる要素

を分析 し、複数の組織が災害対応に従事する際に共有 し

ておくべきであると規定されている災害情報に関して明

らかにすると同時に、新潟県災害対策本部会議において

提出された資料 (10月 24日 ～H月 6日 )における情報 と比

較することによつて、災害対応従事者の間で共有べき情

報の内容がどのように異なるかについて考察する。また、

人と防災未来センターの研究員4名 によリハ リケーン・カ

トリーナ災害における地方政府による初動対応の現地聞

き取 り調査 (2006年 3月 19日 ～26日 )を行つている。都道

府県 レベルの対策本部に着 日し、その活動を運営・マネ

ジメン トから分析 した研究はほとんどなくそこに本研究

の独 自性がある。

2.災 害対策本部会議 と本部事務局の機能

ここでは災害対策基本法における災害対策本部の位置

づけと、本部事務局の役割について分析 し、日本の災害

対策本部の機能について検討する。なお本稿で災害対策

本部 とい うときは、本部会議 と本部事務局の双方をさす

こととする。

(1)災害対策本部の構成

一般的に災害対策本部 (以下、本部)は、防災局が通

常担当する本部事務局 と行政部局で構成 される。本部事

務局は自治体によって呼び名が異な り、新潟県では連絡

指令室、い う名称である。本部会議は、全本部員が出席

することが原則であ り、必要に応 じて招集することとな

つている。本部員 とは、危機管理監、本部を構成する局

の局長および本部長が指名する者をさしている。また、

本部事務局は、本部長、副部長および本部員をもつて構

成する。

(2)災害対策基本法における災害対策本部の所掌事務

わが国の災害対策の一般法である災害対策基本法
1)の

第23条 は災害対策本部は「地方防災会議 と緊密な連絡の

もとに、当該都道府県地域防災計画又は市町村地域防災

計画の定めるところにより、当該都道府県又は市町村の

地域に係わる災害予防及び災害応急対策を実施するもの

とする」 と定められている。災害対策本部の組織 。運営

に関 しては、地域防災計画だけではなく独 自に災害対策

本部条例や要綱を定めている自治体が多い。兵庫県の地

域防災計画aを みると、災害対策本部に関 して定められ

ている事項は、組織の設置者、本部長、設置場所、設置

基準、廃止基準、運営であるが、対策本部が担 うべき業

務については 「災害対策本部は県の災害予防および災害

応急対策に係わる業務を総合的に推進する」 とい う抽象

的な記述にとどまつている。 これは本部事務局にも共通

している。つまり、災害に関連する法体系においては災

害対策本部が行 うべき業務は明確にされてお らず、その

機能 もそれほど熟考されていないことが伺える。

(3)本部会議での協議事項

本部会議 とは、災害対策に関する重要事項の協議を行

うため、必要に応 じて招集する会議である。表1は、新潟

県の地域防災計画めで定められている、本部会議で協議

すべき事項を示 している。

表 1をみると、協議事項 としては災害状況、災害情報の

収集 と伝達、実施 した対策の実施状況、各部の相互調整

と連携、応援要請な どである。また平成16年 10月 の台風

23号における兵庫県と平成18年7月 豪雨災害における長野

県の災害対策本部会議の議事録をみると、そこで共通 し

て本部会議で協議 された事項は、被害状況の報告、各部

局ごとに実施 した業務の報告 と今後対応が必要 となる応

急活動の調整などであつた。新潟県中越地震において災

害対策本部が公開されたのは県 と長岡市である。これに

関 して長岡市長は災害対策本部会議の位置づけについて、

「本部会議はその決定事項を他の関係者に周知する場で

もあると考えられ る」 と述べている°
。 日本の過去の災

害事例において都道府県 レベルで災害対策本部会議が公

開されるケースは鳥取県西部地震、宮城県沖地震などが

あったが、それ らを含めて災害対応の日標や優先順位や

それに関する戦略などが議論 された本部会議はほとんど

見 られず、本部会議では災害状況や実施業務の確認など

が主な協議事項 となっていることが伺える。

(4)本部事務局

本部事務局 とは、本部開設に伴って必要 となる連絡調

整、情報の収集 と伝達、災害広報に係わる事務などを取

り扱 うことになつている。新潟県においては、一般的に

い う本部事務局は連絡指令室 と呼ばれる組織であり、そ

の組織は危機管理監を指令長 としている。その機能 とし

ては、 「本部の活動を掌理するとともに、各部、現地本

部、地方本部(連絡本部、防災関係機関等 との連絡・調

整を円滑に行い、災害対策活動を強力に推進する」 とあ

る。明確に本部事務局の機能 として打ち出されているの

は、連絡 :調整機能だけである。2004年 10月 に発生し

た台風 23号において京都府では、災害対策本部の事務局

に動員 された職員の業務分担が詳細に定められていなか

ったためt対応初期の本部事務局が円滑に機能 しなかつ

た、ことが問題 となっている。。事務局に情報収集、情

報整理、通信、広報など機能別の事務分担を定めてお く

ことが必要であることを示 している。

(5)本部長の責務

都道府県で災害対策本部を立ち上げた場合、その長 と

なるは知事である。新潟県地域防災計画をみると、「本

部長は本部の事務を統括 し、本部職員を指揮監督する」

とあり、その他の都道府県の計画をみても、ほぼ同様の

記述である。県全体で行 うあらゆる応急対策業務に対す

る指揮権限があ り、その責務は非常に広範にわたるので

ある。 このことから、本部長が迅速な意思決定を行 うた

めには、判断に必要な被害状況や災害に関連する各種情

報を適時に統合 して伝えることが重要であるといえる。

3.新潟県の応急対応活動における問題点

本章では新潟県全体の応急災害対応活動における問題
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点について述べる。

(1) 災害対応の組織体制

図1は、新潟県の災害対策本部の本部事務局の組織構造

を表しているの。先述したように新潟県では本部事務局

は連携指令室であり、総務班、対策班および広報班の総

勢50名 で対応していた。しかし、業務が増加したことに

加えて、複数部局にまたがる指揮命令系統が不明確な業

務などに対応するために、24日 に対策班内に「救助担

当」、「ライフライン担当」、「道路交通情報担当」を

設置している。市町村からの被害情報、避難者等の救助、

防災関係機関との調整、ライフライン・道路交通の復旧

情報の提供等、業務が輻較する対策班の責任体制を明確

することがねらいであつた。また、27日 には「情報収集

班」を設置し、避難所の状況や避難者のニーズ等の迅速

は把握及び県から発信する情報を避難者に確実に伝達す

ることに留意した。28日 には連絡指令室長である危機管

理監を補佐するためめ「副危機管理監」というポス トを

置き、迅速で高度な判断を行うための補佐役としての役
割が付与されている。

救助担当 l 危機管理防災課参事

スタッフ5人

‖ 月 5日 の体■ 118名

図1 県の連絡指令室の体制

(2) 初動対応における問題点

新潟県中越地震における初動対応の問題点は、以下の3

点に集約できる。第1に、日の前にある現実の問題に対す

る対応に追われて、実施すべき災害対応の全体像が見渡

せなかつたことことである。第2に、被害情報などの収集

と把握は困難を極め、情報収集にかなりの時間を要 した

ことである。地震発生直後から市長村や消防本部から電

話又はファックスにより被害の状況が大量に報告 され、

情報内容の確認に手間取つた。情報把握が遅れたことか

ら県対策本部の最初の被害状況の公表は23日 の22時過ぎ

であった 。゙第3に、要請主義にとらわれるあま り、市町

村への支援が消極的とな り、市町村の被害情報の把握 と

市町村業務のサポー トが遅れた点である。 この点に関し

て県知事は、市町村ができなければ県が直接出向いてい

って情報収集やガスの復旧作業および配給計画の業務を

サポー トするべきであると本部会議においても指示を出

している。また、応援要請に関しては、福島県が職員の

派遣が用意があると伝えたにもかかわらず、県からの要

請がかな り遅れている。市町村の災害対応をサポー トす

る立場の県が市町村の被害情報や災害に関する情報を把

握 しなければ、対応の支援および指令が遅れるとい う問

題が発生する。

4.県 災害対策本部会議における議事内容と本部長の指

示二議事録の分析を通 じて

本章では本部長である県知事が災害対策本部会議にお

いて本部員に対 して行つた指示について分析 し、災害対

応をマネジメン トする トップが災害の全体像を把握 し即

時の意思決定を行 う上でどのような問題に直面 したかに

ういて明らかにする。

(1) 県本部会議での協議事項と機能

新潟県中越地震における災害対策本部は政府現地支援

対策室、自衛隊、新潟地方気象台、震災対策先進県の兵

庫県、全国知事会北海道 。東北ブロック幹事県である福

島県、そ して人と防災未来センターなどとの合同会議 と

された。一般的には知事、副知事、出納長および関係部

局長で構成するが、中山間地域で発生 した大地震であっ

たこと、被害が甚大でtかつ、降雪期が迫 り応急対策が

急がれたことなどが合同会議 とした理由である。本部員

会議は地震直後に第一回会議を開催 し、H月 26日 までの

計37回開催されている。

(2)本部長の指示に基づく本部の問題点

本部会議において泉田知事が本部員に対 して行つた指

示の内容によつて県対策本部の対応の問題点を整理する

と、以下の6点に集約できる。

a)情報の伝達と安否確認     |
二次災害などに関連 した危険情報を市町村に連絡する

際には、地すべ りや土石流の危険箇所の位置や大きさに

関する情報を市町村に伝達するだけはなくて、その情報

をうけて市町村が安全確認を行い、その結果を県に報告

する必要がある。情報を伝達するだけではなく、双方向

の情報のや り取 りが必要であるとい うことであると同時

に、安心 。安全に係わる情報を確認することが求められ

る。

b)情報の伝達と被災地ニーズのマッチング

本部会議で提示すべき情報はt県本部が実施 した業務

の内容、例えば提供 した物資の数だけではなく、それが

果たして被災地のニーズに応えるものであつたかとい う

情報である。これに関 して県知事は、 「 (行政の)供給

側の論理の資料ではな く、サー ビスを受けているほ う

(被災地、市町村)が満足 しているかどうかについて示

した情報を集約 しないといけない」 と本部会議で述べて

いる。行政の災害対応の使命が、被災地の安全確保 と生

活ニーズヘの対応であるならば、被災地のニーズを情報

として集約することは当然必要とされることであろう。

本部会議の目的が、状況報告のみにとどまつていてはな

らないことを意味している。

c)概括の情報報告

班長=消防課長

スタッフ 7人

長、スタッフ 32人

スタッフフ人

雌量 =凋断昧 彙

副 班長 、ス タ ッフ 6人

スタッフ4人
(総務部、人事委嘱員)

ライフライ

ン担当

スタッフ55人

班長=調整課参事

スタッフ 5人



本部会議で本部長が職員に対 して再二、注意 していた

点は、正確な数字が未確定な場合でも情報や実施状況の

中間報告を行 う必要があるとい うことである。具体的に

は新幹線の復旧の目処、避難者数、地すべ りの危険箇所、

主要道である 8号線、17号線のバイパス復旧の見通 し、

都市ガスの復旧に関 しての回復時期の見込みなどであつ

た。阪神・淡路大震災においても、行政職員が概括情報

の報告に不慣れであつた点が問題 となつている。人員の

交代制を厳格にせず、災害対応の区切 りを明確にしなか

つたことも、被害状況や災害対応業務の実施などに関 し

て中間報告を行な うことができなかつたことに関係 して

いる。つまり、災害対応が厳格にマネジメン トされてい

ないことをあらわしている。 もちろん大災害においては

必要な情報を必要な時点で入手することは困難であるが、

概算数値を定期的に出し、それを共有することが必要で

ある。

d)早い段階での応援要請

ガスの復旧や仮設住宅建設地の選定などは非常に時間

を要 した業務である。例えばガス復旧に関 しては、担当

である産業労働部は手持ちの人的資源だけで配給計画の

策定および点検作業などを行お うとしたために、ある町

のガス供給が大幅に遅れている。 これに対 して本部長は

配給の時期の見込みを早い段階で打ち出す必要があると

指示 している。早急に実施すべき業務で部内の人員だけ

で対応が遅れるならば、応援要員を外部に求めるとい う

アクションをとる必要であろう。

e)情報の一元化

仮設住宅や民間アパー トヘの入居案内について、情報

提供する窓口を一元化せずに、それぞれ別々に対応 して

いたことによつて情報を集約することが困難 となった。

これは実施すべき災害対応業務を平常時の行政部局ごと

で縦割 りで行 うこと̀に よる弊害であった。 これを解消す

る方 策 と して は、米 国 のEmcrgency Support Function

(ESF)と い う仕組みが参考になるη。これは災害後に実

施すべき業務を被災地に対 して行政が行 うべき災害対応

業務を 「機能」別に分類 したものである。その機能ごと

に主担当部局と副担当部局を明確にして災害対応を実施

する方式で、プロジェク ト指向の方法論である。後に新

潟中越においては、中央本部に12の被災者支援プロジェ

ク ト支援チームを立ち上げ関係省庁が連携 して被災地支

援を実施 してお り、これは縦割 り行政の弊害を打破する

方式として注目される。

f)他機関との連携

学校の敷地内での炊き出しに関して、教育委員会、警

察、自衛隊との調整に手間どり、実施するまでに長い時

間を要 した。被災者に食糧供給するとい う学校での炊き

出しを行 う際には異なる複数の組織がそれの業務を実行

するうえでの各種権限を有 してお り、それを調整 しなが

ら連携 して被災者に対するサービスを実施する必要があ

るが、これに手間取っている。

以上のことから言えることは、本部長である トシプが

意思決定を行 うための情報の集約が適切に行われなかっ

たことに加えて、現場 レベルで先手を打つための戦略的

な思考に基づいた対応が実施することができなかったと

い うことである。重要な点は、本部員が対応の実施状況

をそのまま報告するのではなく、その情報を基にして誰

が何をしないといけないかとい う点について本部会議で

共有することであろう。また、膨大な量の情報を処理 し

きれず、入手 した情報の軽重を判断せずに、そのまま報

告 されることが少なくなかつた。本部事務局には情報収

集班、対策班、広報班、総務班があつたが、本部長の判

断の材料 となるものを事務局で準備できなかつたために、

その都度知事がそれに関して要求 しなければならなかつ

た。つま り、本部長をサポー トする機能を本部事務局が

十分に果たすことができていなかつたと評価できる。ま

た、情報の共有に関しては、定期的にすべての情報を内

包 したものが作成 されなかったために、関係者の間で状

況認識を統一することが困難であった。時には資料提出

もしないまま口頭で報告する場合もあつたほどである。

先手先手の災害対応を実施 していくうえで必要な情報が

適切な形で提示 されなかつた点に問題があるといえる。

過去の災害事例において本部事務局に着目してみると、

阪神・淡路大震災においては、災害対策本部の事務局 と

なるべき担当課が殺到 した電話対応だけでパンクし、他

課が急違支援することになつたが、事務局機能が全く役

に立っていなかった。被災直後は頻繁に本部会議を行い、

このための資料作成に追われる面があつたが、刻々と変

化する状況に対応するには、 トップに逐一情報を集めて

トップダウンで対策を立てていかないと組織が動かなか

ったとい う実態であつため。本部長の意思決定をサポー

トするための事務局機能は非常に重要であることを示 し

てお り、そこで果たすべき役割については詳細に検討 し

て定めておくことが重要である。

5.目 標 による管理 (Management by Obie∝ive)の

考 え方 とそれ に基づ く災害対応

(1)日 標による管理とは ,

日標管理 とは1950年代にピーター・ ドラッカー等によ

って提唱されたマネジメン トの方法論である。個々人を

組織 目標の達成に向けて方向づけるためのマネジメン ト

の仕組みで、硬直化 した職務要件定義に記述 された所与

の仕事だけを遂行することの限界を克服 して従業員の経

営参加を促進 し、職務満足を向上させるための手法 とし

て注 目され た。 「目標 に よる」 とい う訳 語 は 「by

ObieCtiVC」 に対応 しているが、その意味は日標を手がか

りとした、目標を上手に活用することによつて、と言い

換えたほうがわか りやすい。つまり、日標設定とい う行

為を通 して組織の問題解決に取 り組むことである
.。

また

「管理」とは、 「Managcmcnt」 を翻訳 した言葉であるが、

管理が 「ものごとの全体に気を配 り取 り締まること」で

あ り、 「取 り締まること」には偉い人が部下を看視 。監

督するとい う雰囲気が漂つていてマネジメン トの本質 と

は異なっている。 よつて、管理 とい うよりも、む しろ
「考え方」や 「方法論」と翻訳するほ うが妥当であると

五十嵐 (2006)は 説明 しているり。 「目標による管理」

を災害対応におきかえて言 うならば、地域防災計画にお

いて定められている自らが所属する部局の所掌事務だけ

にとらわれることなく、災害対応にかかわるすべての組

織が応急対策における同一の目標を共有 し、それを達成

するために業務を遂行することをい う。災害対応を実施

するうえで 日標を設定する必要性は、①災害対応に係わ

るものの認識を統一 し、調整を行 うため、②対応の優先

順位を決めるため、③希少な対応資源の有効利用を図る

ため、④災害対策を一定の時間ごとに評価 し、改善を図

るため、⑤災害対策に従事する人間が一定の時間ごとに

交代 し、業務を引き継 ぐため、などがある
10)。

米国にお

ける標準的な危機管理システムであるIncidcnt Command

System(以 下、ICS)|ま 、一元的な指揮命令系統、標準化



された用語の使用、災害対応戦略計画の策定などの特徴

あるが、その うちのひ とつが日標管理による災害対応 と

い うコンセプ トである。以下が米国の危機管理研修セン

ターEMI(2005)|こ よるICSの 14つ のコンセプ トである
11)。

・   統一された用語の使用

・  標準的な組織編制

・   目標による管理

・   災害対応戦略計画

・   指揮命令系統の統一

・   複数現場の統一指揮

・  管理可能な人員配置

・  災害対策本部 ,指揮所の統一されたデザイン

・  包括的な資源管理

o  災害情報のマネジメン ト

・   統合された情報システム

o  権限の委譲

・   規定事項の厳格な実施 (ア カウンタビリティ)

・   要請に応 じた人員配置

(2)災害対応戦略計画

定期的に日々の災害対応戦略を構築 し、災害対応の優

先順位を決定することは、迅速かつ効率的な災害対応を

実現するためには非常に重要なポイン トとなる。

災害対応戦略計画 とは人員交替を行 う災害対応期間内

(通常12時間)において、達成すべき目標 とそれを実現

するための戦略を定めるものである。 この計画は、日標

管理による災害対応を実行するためのツール として位置

づけられる。戦略的な災害対応計画が不在であると、場

あた り的な対応 とな り、本当に優先すべき活動が先送 り

となるケースが発生 してしま う。また、活動に携わる人

がすべての活動の全体像を把握 し、自分の担当を理解す

ることができないとい う弊害もある。211116年 3月 に現地調

査を行つたハ リケーン・カ トリーナ災害におけるミシシ

ッピ州のハンコック郡で作成 された災害対応戦略計画に

よると、現在の災害対応期間の達成 目標、次の災害対応

期間 (明 日)の達成 目標、達成 目標を実現する上での課

題などの項 目がA4用紙 1ペ ージにまとめられている。災

害対応戦略計画自体はそれほど大きなボリュームではな

く、達成 目標 と戦略が箇条書きにされている程度のもの

である。この計画の重要性はそのプロセスと計画そのも

のにある。前者は計画を定期的に策定することによつて

プランニングサイクルをまわすこと、後者は災害対応従

事者の責務や優先順位が明確に定められるとい う点であ

る。また、12時間ごとに計画を策定するために必要な情

報をその期間内に積極的に取 りに行 くことである。また、

災害対応戦略計画を策定することは、人員交替が前提に

なつていることに加えて、外部からの応援を見込んだも

のになっている点が重要である。また、災害対応戦略の

達成 目標を定める際には留意すべき点があり、以下のよ

うな 「スマー トな (SNIART)」 要件を満たした日標を設

定することが求められている。
・ Spedic(具体性):用いられている言葉は明確か
。 Measurable(計測可能):達成 目標が計測可能なも

のか

・ Action¨Onented(行動指向):動詞が期待 される達

成 日標を表現するものか

・ Realもlc(実現性):保有 している資源で実現可能

かどうか
。 Time Sendlve(一 定期間内の):時 間枠が設定さ

れているかどうか

(3) 米国の災害対応における標準的な計画サイクル

先述 した とお り、ICSでは目標管理によつて災害対応

がマネジメン トされている。それが実現 されている最た

るものが、災害対応期間 (Opcrttimd Pe五od)ご とに定

められた災害対応の戦略を構築するための計画サイクル

である。 (1)で述べた日標管理を機能面から捉えると、

計画 (Plan)→実行 (Do)→振 り返 り (Chcck)→ 行動

(Ac■ on)の 4つ の働きが存在 し、米国における計画サ

イクルは日標管理が具現化 された形なのである。

災害対応期間 とは、災害対応従事者および指揮本部長

が業務を開始 してから交代するまでの期間のことである。

通常 12時間で設定するのが望ましいとされている。これ

は職員の交代制、すなわちローテーションが前提の考え

方である。ICSに おいては指揮期間 (Opcrational Period)

と呼ばれている。指揮期間が設定されていないと、対応

活動の区切 りがないため、従事者の交代がきつちりと行

われない点や活動 目標を随時設定することが難 しくなる、

とい う問題が発生する。図 2は、米国で標準的に活用さ

れている災害対応期間ごとに対応戦略を構築するための

計画サイクノレを示 している
11ヽ
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災害が発生 したらまず直後の災害対応を実施 して被害

状況の把握を開始する。 これをうけて最初に実施される

会議は最初のブ リーフィング (Inhid Bricing)で ある。 こ

れは新たなローテーションのもとで新規で指揮本部長に

つ く人や一般の職員に対 して災害に関する基本的な情報

を伝えることを目的 とした会議である。 この次に行われ

るのが指揮本部長および統一指揮官のブ リーフィング

(unincd command ObicctiVC MCeing)で ある。この会議

の目的は、次の指揮期間における達成 目標 と行 うべき業

務の優先順位づけを行い、次の指揮期間に移行すること
への合意がなされる。 この会議が終了 した直後には、災

害対応に対する達成 目標 と戦略を構築 し、不明確な点を

確認 して会議のスケジュールを確認する。この次の戦術

会議 (Tactics MccJng)と は、現場での災害対応を行 う部

門が検討 して構築された戦術に関して議論を行 う場であ

る。 ここでは設定 した戦術が達成 目標を実現 させるか ど

うかの検討を行いo戦術を実行するための資源の割 りあ

てを検討する。新たな資源を適時に割 りあてることは手

持ちの資源のみでは到底達成できない、あるいは、長い

時間を要する業務に時間を割かないためにも重要である。

この会議をうけてすべての部門長が出席 して行われるの



が、次の災害対応期間の達成 目標、戦略 。戦術を決定し、

それを実現するために必要な資源を同定するための計画

会議 (Planning Meeting)で ある。 この会議は 45分以内

で終了することと規定されている。災害対応期間は 12時

間 と定められてお り、一定期間内に戦略を構築すること

が義務づけられて、人員交代を行わなければならないと

い うことによつて、会議の時間は厳格に設定されている

点が 日本 と大きく異なる。最後に、災害対応戦略計画を

策定するために必要な情報を各セクション長が持ち寄つ

て同計画が策定され、指揮本部長によつて承認をされる。

これ以降はこの計画に基づいた対応を実施することとな

る。人員の交代が行われた直後に行われるのが現場にお

け る災害対応 の た めの ブ リー フ ィン グ (OperatiOns

BHeing)である。 ここでは最初に配鷺につく人間に対 し

て、最新の災害状況に関する確認、決定された災害対応

戦略計画で定められた事項が共有されるも この会議は、

30分以内で終了することと定められている。わが国に置

き換えて考えてみると、災害対策本部会議は上記の計画

サイクルにおけるどの会議にも相当するような機能を果

た していない。また、先述 したように日本の本部会議は

必要に応 じて招集することとなってお り、このように定

期的に会議を行 うことは定められていない。災害対応に

おいては、どこかの場面で戦略をたてる必要があるが、

それが災害対策本部会議である必要ではないが、新潟中

越の場合に関して言えば本部会議以外で戦略について話

し合 う、いわゆる 「裏会議」は存在 していない。問題は

その場で設定された戦略が災害対応に従事する人間の間

で共有 されていなかった点にある。前章で述べた新潟県

における応急対応期における多くの問題は、災害対応を

行 うための組織体制を確立することなく、日の前の課題

対応に追われ、日の前の課題対応に追われ、先を見越 し

た日標設定を行 うことが出来なかつた点に問題がある。

わが国の災害対応において目標による管理 とい う視点の

欠如 といえるだろう。むしろ、泉田知事の思考は目的指

向に基づくものであ り、これに本部員が応えられなかつ

たといえるのではないか。

6.状況認識の統一図と情報の統合

(1) 状況認識統一図 (COP)と は

米国の標準的な防災体制を定めた全米危機管理システ

ム (National lncidcnt Managcmcnt System,通 称NIMS)にお

いて、状況認識統一図 (COP)の 目的および特徴は以下

のように定められている
1°

。

・  あらゆるレベルの災害対応責任者が適時に効果的で

首尾一貫 した意思決定を行 うことを可能にするため

の情報共有の仕組み

o  情報伝達、情報の管理などの統合された情報システ

ムによつてすべての情報を共有 し、継続的に更新 し

ていく

・   刻々と変化する災害状況の変化に伴い共通のフレー

ムワークを形成する

●  すべてのレベルの主体が統一された情報を共有する

一 口に状況認識統一図といつても、自治体によつてそ

の名称はまちまちであり、ニューオ リンズ市の場合は、

Ncw Oncans updateと 呼ばれている。前章で扱った目標管

理 と状況認識統一図の関係であるが、状況認識統一図と

は日標管理型の災害対応を実践するための一手法であ り、

日標を設定する上で必要な災害の状況や資源などの情報、

今後の見込みなどの情報を内包 したものである。

(2) ハ リケーン・カ トリーナ災害における状況認

統一図の分析

ここでは米国のハ リケーン・カ トリーナ災害において

用いられた状況認識統一図に含まれる要素を分類 し、複

数の組織が災害対応に従事する際に共有 してお くべきで

あると規定されている災害情報に関して明らかにする。

これを新潟県災害対策本部会議において提出された資料

における情報 と比較することによつて、災害対応従事者

が扱 う情報の内容がどのように異なるかについて分析す

る。なお、新潟県の資料は発災直後から2週 間の情報であ

るのに対 して、ニューオ リンズ市は約 lヵ 月後のものであ

る。また、ハザー ドが地震 とハ リケーンと異なることも

あ り、単純にそこにでてくる情報の内容を比較すること

はでいないが、発災からの経過時間とは関係なく日米間

で異なる要素について検討することとする。

図3はニューオ リンズ市で用いられた状況認識統一図の

一部である。状況認識統一図は、災害対応のためのブ リ

ーフィング (OpcratiOns BHeing)に おいて用いられるが、

パワーポイン トを用いて表示 されるのが一般的なようで

ある。そ こでは表 :グ ラフ・地図 (GIS)。 テキス トな

どのさまざなま表記法で情報が表示されている。

Weather update Weather update
Hurricane Wil口 旧

Today A mk ofclouds and sun Warm Hch 87F

Tomoriow Ma“ y sunny HOh near80F

Mヽn“ Nま 10to 21 mph

SiCN:FiCANT ACTiViT:ES
Future 2448 Hours

O"intn to l僣 ●l stop s●にortram● g祠 5彙r al“り

図 3 ニューオリンズ市の状況認識統一図 (左上 :今 日と明日の天

候、右上 :ハ リケーンの進路図、左下 :今後 24時間の重要な災害対

応業務、右下 :今後―週間の瓦礫処理のスケジュール)

a)状況認識統一図の要素
ハ リケーン・カ トリーナ災害は2005年 8月 末に発生 して

いる。 ここで用いるニューオ リンズ市の状況認識統一図

は発災から約 lヵ 月後のものである。 ここでは状況認識統

一図に含まれている情報の種類を要素別に分類 したЭそ

れを示 したのが表2である。
ニューオ リンズ市の要素から見ていくと、まず ミーテ

ィングでは、今 日と明 日の天候についてアナウンスがさ

れ、それに続いてハ リケーンの進路について示す地図が

表示 される。このような基礎的な情報のす ぐ後に提示 さ

れるのが指揮本部長が決定 した災害対応における優先 し

て行 うべき業務である。 これに続いて本 日 (24時 間)実

Scheduied Routes for

Debris Pick‐ up in Algiers



施するべき重要な災害対応業務が示 され、明日一 日 (24

時間～48時間)の業務についても提示される。このよう

に ミーティングの冒頭に、災害対応を実施するうえでの

戦略が明確に打ち出されているのである。また、一 日だ

けではく、明 日実施すべき業務についても定めているこ

とが注 目される。ニューオ リンズ市 と新潟県を比較する

と共通する要素は、災害対応の担当に関する情報、学校

の再開情報、被災者に対する生活サービスの状況、避難

状況や外来患者数などの被災者の情報、復旧情報である。

新潟県にはなくニューオ リンズ市において含まれている

要素としては、空病床数などの物的資源の数や現場にお

ける災害対応業務実施の計画を地図に落 としたものなど

であった。 これに対 して新潟県の本部会議で提示 された

情報は、被害情報や復旧情報が主要なものであつた。

b)会議での確認事項

会議において災害対応従事者の間で確認するべき情報

という視点から、①での情報を別の言葉で書き換えて分

類すると、表3のようになる。

表3本部会議において確認される情報・事項

新潟県では、すでに実施済みの対応業務に関する情報

であるのに対 して、ニュァオ リンズ市では瓦礫処理など

といつた対応業務の今後―週間のスケジ手ァルを会議で

提示 している点が異なる。新潟県においても、社会サー

ビスの復旧見込みを提示 してお り、これは新潟―羽日間

の臨時便の運行予定と見込みに関する情報である。 しか

し、これは東京 と新潟でのルー トを確保せよ、とい う本

部長の明確な戦略をもつた指示があつて初めて本部員が

提示 したものであつた。また、業務の実施状況について

新潟では、分野別、施設別の復旧状況が担当部局ごとに

報告 されてお り、全体像を把握することが困難である。

これに対 して米国ではあらゆる復旧状況が一つの図で持

って示されている。それは後述する図4に示すアセスメン

トロールアップとい うものである。新潟において復旧情

報が分野ごとに独立 した形で提示 されるのは、わが国に

おいては災害対応業務は平常時の部局ごとに実施 される

ためである。 これに対 して米国では先述 したように、災

害 対 応 は 機 能 別 に 分 類 され た Emcrgcncy Suppo■

FuncJon(ESF)ご とに実施 されているので、情報 もそれご

とに分類 されている。ESFが災害後に被災者に提供すべ

き業務 とい う視点で分類 されていることから、日本にお

けるような弊害はない。また、利用可能な資源に関して

情報を集約 している点が米国の特徴である。

c)本部長の意思決定の材料としての情報

最後に、ニューオ リンズ市の状況認識統一図および新

潟県対策本部で提示された資料が本部長の意思決定を行

う判断材料 として適切であつたか、という点に着 日して

整理する。復旧状況の全体像が提示 されると、遅れてい

る地区とその内容が明確にな り、今後実施 していくべき

復旧作業を即座に判断することができる。また、資源に

関する情報によつて、包括的な資源活用や活用すべき資

源を同定 し、それ らを通 じての被災者ニーズヘの対応が

可能 となる。また、24時間、24時間～48時間の間に実施

すべき業務を提示することは意思決定そのものである。

以上のように、米国の場合 と決定的に異なるのは、米国

は被害情報に加えて次の対応をうつために必要な情報、

たとえば資源などがあるのに対 して、新潟の場合は、実

施 された災害業務や被害情報などすでに終了済みの報告

情報にとどまっている点である。つま り、プロアクティ

ブな災害対応をとるために必要な情報を能動的に取 りに

行つていない。新潟の対策本部会議で提示 される情報は
「報告」自体が目的化 しているのではないかとさえ考え

られる。東田 (2005)が 日本の危機管理センターで管理

される情報に関する調査を行つた結果、災害対応にかか

わる資源がどのように配備されているのかといつた情報

管理については全体的に低い割合であることが明らかに

なっているB)。 米国における状況認識統一図とは災害対

応を戦略的に行 うための情報を統合したものである。新

潟県においては知事が意思決定を行うための能動的な情

報収集や統合が行われなかったのに対して、ニューオリ
ンズ市では意思決定を行 うための判断材料が状況認識の

統一図という形式で提示されているのである。

d)フ ロリダ州の状況認識統一図

カ トリーナ災害において被災したフロリダ州もニュー

オ リンズ市におけるEOC Updateに 類似 したBriefing

Slideと いう状況認識統一図を8月 25日 ～ 9月 17日 ま

での間に一日二回作成している。その内容をみると、災

害対応における目標と今後留意すべき点などが含まれて

おり、発災直後から州の目標を明確に設定していること

が明らかである。

(3)状況認識統一図における情報の表示形式

米国でも状況認識の統一図で用いられる情報の表記法

は厳格に定められているわけではないが、自治体内の表

記法は統一されているために、各部局が定められたフォ

ーマットに従つて災害対応に必要な情報を集約すればよ

い。そこでの表記法は、表 。グラフ・地図 (GIS)。 テ

キス トなどである。地図に関して言えば、米国では日本

と比較すると災害対応および復旧段階においてGISの活

用が大幅に進んでおり、それを活用した情報共有が容易

になっている。井ノロ (2005)は、新潟県中越地震の小

千谷市災害対策本部事務局が取り扱った3,528件 の情報を

抽出して分析を行つた結果、情報の表記法・形態・質と

もにまつたく統一性が見られなかったことを指摘してい

る・ )。  図4は、地区別のライフライン施設、行政サービ

ス (警察、消防)電話や住宅、食料などの生活に関する

復旧状況を示す図でアセスメントヮールアップと呼ばれ

ている。縦軸が地区、横軸がライフラインや被災者サー

ビスの復旧度合いである。横軸の項目は、下水道、上水

道、電気、ガス:瓦礫、緊急災害医療、交通、警察、消

防、緊急電話、住宅、食糧、建物調査、商業、堤防(通
信、学校、である。これは被災自治体当局が被災地のラ

イフラインや生活サービスなどの復旧状況を表現するの

に用いられている手法である。復旧状況の全体像を把握

することを可能とする表現法であり、有効なツールであ

るといえる。また、これは被災者にとつても自らが居住

する地区が総合的にどれだけ復 :日 したか、ということを

捉えることができるものであり、被災者に対する復旧状

況を情報提供を行うツすルとしても有益であるといえる。

2005年 の台風23号の京都府の対応においては、同一機関
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内においても被災情報の報告様式が、組織によつて異な

っていた り、ファックス、電話、メールなどさまざまな

通信手段により報告 されたため、情報を整理するのに時

間を要するといつた問題が発生 しているD。
情報共有シ

ステムの構築、情報の報告・処理方法の改善や報告様式

の統一化などの検討が必要である。

(4)計画サイクルにおける県対策本部会議の位置づけ

状況認識統一図を用いて行われる会議は、計画サイ

クル に お け る災 害 対応 の た め の ブ リー フ ィ ン グ

(Opcrations BHcing)あ る。新潟県の危機管理監は情報

共有に関 して 「今回の震災で一番の困難は災害をイメー

ジすること、それを各部が共有化することだつた」と述
べているの。また、現場で対応する職員に対策本部の決

定事項・情報提供が行えず、対応が困難 となったようで

ある。組織横断的に情報を共有することに失敗 している

のである。まさにこれは状況認識の統一図が必要 とされ

ている状況を如実にあらわした事例である。また、本部

会議に出席 しなければ情報を共有ができないのは問題で

ある。作成 した状況認識の統一図を現場 レベルでも共有

できるような仕組みが必要 となるであろう。阪神・淡路

大震災においても、災害対策本部 と各部局にそれぞれ別

個に情報が入 り、それ らをリンクして集約する機能が弱

く、部局単位の意思決定が行われることも少なくなかっ

たとい う教訓がある。

7.結論

新潟県中越地震の災害対応活動は、被害程度が比較的

大きくなかつた点から、それほど大きな混乱は発生 しな

かったが、数々の教訓を残 した。同災害は阪神・淡路大

震災における災害対応初動期における課題が克服 される

ことなく 9年もの時間が経過 していたことを証明する災

害でもあつた。すなわち、戦略的に災害対応を実施する

といつた日標管理による災害マネジメン トは未解決のま

まだつたのである。吉井(1998)の 言葉を借 りれば、 「断

片的な情報の収集に振 り回され情報を総合的に分析 し、

適切な意思決定に結びつける」“
)こ とが重要なのである。

新潟県災害対策本部においては、情報集約に手間取つた

上に、それを本部長である県知事に定期的に示 して知事

が災害対応に対する意思決定や指示を行 うことを側面か

らサポー トすることが効果的に行われなかったことが明

らか となった。また、わが国の本部会議は災害状況や実

施業務の確認 な どが主な協議事項であるのに対 して、米

国の状況認識の統一図を用いた ミーティングでは、先の

戦略 をたて、先手を打つために能動的に収集 した情報や

戦略に関 して共有す る場 となつている。その背景には、

災害対応 を目標 による管理 とい う方法論で戦略的にマネ

ジメン ト指向が欠如 していることがある。わが国におい

ては米国 と比較す ると、計画的に災害対応 を実施す ると

い うことに対す る重要性がまだまだ認識 されていない と

いえる。本文中では述べていないが 目標管理による災害

対応の もう一つの効用は、明確な 目標 と戦略に従つて応

急対応活動 を展開す ることによつて、他 の都道府県・市

町村か ら派遣 された外部応援者が被災 自治体が置かれて

いる状況 を理解 し、その方針を理解す ることによつて応

援業務が効果的に実施できることだ といえる。 この よう

な手法を自治体で実践 してい くためには状況認識の統一

図を用いた即時の意思決定を行 うための情報の集約お よ

び共有の手法に関す る訓練や災害対応 を行 うための達成

目標 とそれ を実現す るための戦略を定期的に策定 し、災

害の全体像 を把握 して業務 を実施 してい く演習な どが必

要であろ う。わが国でも近年、新公共経営やそれを実現

す るための手法 としての行政の業績評価 とい う仕組みが

平常時の行政組織 において普及す るよ うになっている。

防災マネジメン トサイクルにおける応急対応期 において

日標 による管理 を導入す ることが有効であるといえる。

今後の研究課題 としては、 日標管理 による災害対応 の効

用をシステムの側面か らだけではな く過去の災害事例に

基づいて実証的に検証す ることである。
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